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D-501 心筋マーカー（心不全（疑い含む）） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「心不全（疑い含む）」に対する下記検査の算定は認められ

ない。 

 ・CK アイソザイム及び CK-MB 

 ・心筋トロポニン I 及び心筋トロポニン T 

 ・H-FABP 

 ・心室筋ミオシン軽鎖 I 

 

○ 取扱いの根拠 

 心筋マーカーは、急性心筋梗塞等の早期診断や梗塞の程度を知る上での

指標として用いられる。そのため、急性心筋梗塞等の病名がなく、心不全

の病名のみでは臨床的に明らかな意義が認められず、心筋マーカーの算定

は認められないと整理した。 

 


